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別紙３

越生町の給与・定員管理等について
１ 総括
(1) 人件費の状況（普通会計決算）
区 分 住民基本台帳人口 歳 出 額 実質収支 人 件 費 人件費率 (参考)

(１８年度末) Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 17年度の人件費率

18年度 人 千円 千円 千円 ％ ％

13,496 3,551,551 192,898 971,343 27.3 26.4

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）
(参 考 ) １ ７ 年 度 平 均区 分 職員数 給 与 費 一人当たり

期末 勤勉手当 一 人 当 た り 給 与 費Ａ 給 料 職員手当 ･ 計 Ｂ 給与費 B/A

18年度 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

111 420,895 65,905 173,937 660,737 5,953 6,030

（注）１ 職員手当には退職手当を含まない。

２ 職員数は、平成１８年４月１日現在の人数である。

３ 職員数には、水道課職員（８名 、国民健康保険・国民年金担当職員（４名 、介護保険） ）

担当職員は、入っていない。

(３) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の

給与水準を示す指数である。

２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を

単純平均したものである。

(４) 給与改定の状況
①月例給

国の人事院勧告 (参考)

区 分 民間給与 公 務 員 給 与 較差 勧告 給与改定率 国の改定率

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ （改定率）

１９年 384,893円 383,541円 1,352円 ０．３５％ ％ ０．３５％

度 （0.35％）

（注 「民間給与 「公務員給与」は、国の人事院勧告において公民の４月分の給与額をラス） 」、

パイレス比較した平均給与月額である。越生町には人事委員会がおけないため、給与勧告がな

いため、国の人事院及び埼玉県の人事委員会の勧告をもとに給与改定を行っている。
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②特別給

国の人事院勧告 (参考)

区 分 民間の支給 公務員の 較差 勧告 年間支給月数 国の年間

割合 Ａ 支給月数 Ｂ Ａ－Ｂ 改定月数 支給月数（ ）

１９年 ４．５１月 ４．４５月 ０．０６月 ０．０５月 ４．５０月 ４．５０月

度

（注 「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合 「公務員） 、

の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況

、 （ ）(1) 職員の平均年齢 平均給料月額及び平均給与月額の状況 １９年４月１日現在

①一般行政職

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国ベース）

越生町 ４２．８歳 3,199百円 372,476 円 360,924 円

埼玉県 ４３．８歳 3,676百円 450,191 円 410,973 円

国 ４０．７歳 3,257百円 ― 383,541 円

類似団体 ４３．０歳 3,238百円 374,175 円 352,547 円

②全職員

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国ベース）

越生町 ４２．７歳 3,152百円 365,885円 358,747円

（注）１ 「平均給料月額」とは、１９年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均

である。

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時

間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査

において明らかにされているものである。

また 「平均給与月額（国ベース 」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手、 ）

当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベー

スで再計算したものである。

３ 一般行政職には、保育士、保健師、税務課職員、水道課職員、教育委員会指導主事の人

数等を入れないものである。

３ 全職員は、一般行政職（９１名 、保育士（１０名 、保健師（６名 、税務課職員） ） ）

（１１名 、水道課職員（８名 、教育委員会指導主事（１名）を含むものであり、） ）

合計１２７名である。

(2) 職員の初任給の状況（１９年４月１日現在）
越 生 町 埼 玉 県 国区 分

一般行政職 大 学 卒 １７０，２００円 １７０，２００円１７６，８００円

高 校 卒 １３８，４００円 １３８，４００円１４２，８００円

、 、 、 、 （ ） 、＊ 越生町は 保育士 保健師 税務職 水道課 企業職 職員等すべての職員が同じ給料表であり
他団体との比較のため一般行政職とあるが、全職種共通である。



- 3 -

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（１９年４月１日現在）
区 分 経 験 年 数 1 0 年 経 験 年 数 1 5 年 経 験 年 数 2 0 年

一般行政職 大 学 卒 ２，６４４百円 ２，８９８百円 ３，５３８百円

高 校 卒 ー 円 ２，５２４百円 ３，２０６百円

３ 一般行政職の級別職員数等の状況
(1) 一般行政職の級別職員数の状況（１９年４月１日現在）
区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比

人 ％
１ 級 主事の職務 ６ ６．６

人 ％
２ 級 主任の職務 ２８ ３０．８

人 ％
３ 級 主査の職務 ２９ ３１．９

人 ％
４ 級 課長補佐・主幹の職務 １９ ２０．９

人 ％
５ 級 課長・参事・専門監の職務 ９ ９．９

（注）１ 越生町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（注） 平成１８年に６級制から５級制に変更している （旧給料表の１級及び２級を統合）。

(2) 昇給への勤務成績の反映状況
平成１８年度から勤務評定を年１回から年６回実施としたが、回数が多すぎることか

ら、平成１９年度に年４回として実施し、職位評価、業績評価、勤務評定要素基準評価

を実施し、基準日を１２月１日として、１年間の勤務成績をを１月の昇給に反映してい

る。評価は、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ、Ｅの５段階とし、Ａは、極めて良好の者で全体の５％以

内、Ｂは、特に良好の者で全体の１０％以内とし、Ｃは、良好、Ｄは、やや良好でない

とし、Ｅは、良好でないとして、この評価により昇給を行っている。
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４ 職員の手当の状況
(1) 期末手当・勤勉手当

越 生 町 埼 玉 県 国

１人当たり平均支給額（１８年度） １人当たり平均支給額（１８年度） －

１，５９７千円 千円

（１９年度支給割合） （１９年度支給割合） （１９年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
３．０月分 １．５月分 ３．０月分 １．５月分 ３．０月分 １．５月分

( 1.6 )月分 ( 0.7 )月分 ( 1.6 )月分 ( 0.7 )月分 （ 1.6 ）月分 ( 0.7 )月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注） ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。しかし、越生町には、再任用職員を採用して

いない。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況

平成１８年度から勤務評定を年１回から年６回実施としたが、回数が多すぎることから、平成

１９年度に年４回として実施し、職位評価、業績評価、勤務評定要素基準評価を実施し、基準

日を６月１日、１２月１日として、それぞれの基準日の半年間の勤務成績をを６月・１２月の

勤勉手当に反映している。評価は、特に優秀、優秀、標準、標準未満とし、評価により、一定

金額を加算、又は減額して支給している。

(2) 退職手当（１９年４月１日現在）
越 生 町 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤 続 2 0 年 23.50月分 30.55月分 勤 続 2 0 年 2 3 . 5 0月 分 3 0 . 5 5月 分
勤 続 2 5 年 33.50月分 41.34月分 勤 続 2 5 年 3 3 . 5 0月 分 4 1 . 3 4月 分
勤 続 3 5 年 47.50月分 59.28月分 勤 続 3 5 年 47.50月分 59.28月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分 最高限度額 59.28月分 59.28月分
その他の加算措置 その他の加算措置
定年前早期退職加算措置（２％～20％） 定年前早期退職加算措置（２％～20％）

1人当たり平均支給額
16,142千円 24,085千円

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、１８年度に退職した職員に支給された平均額である。

(3) 地域手当

（１９年４月１日現在）
支 給 実 績（１８年度決算） ２２，３６８千円

２０１，５１６円支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算）

（ ）支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度 支給率

町 内 ５％ １１１人 ０％

普通会計分である （水道等を除く ）。 。
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（２２年度の制度完成時）
（ ）支給対象地域 支給率 国の制度 支給率

町 内 ０％ ０％

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度

から支給率を段階的に引き上げることとしている。

＊ 越生町は、国の支給率の設定が、０％のため、段階的に引き下げ、平成２２年４月１日までに、０

％とする条例を可決済みである。なお、埼玉県等へ派遣している職員については、派遣団体の支給率

と国が設定するその地域の支給率を比較し、低い方の額を支給する。なお、派遣している職員は、現

在２名である （埼玉県へ１名、川越市へ１名）。

(4) 特殊勤務手当（１９年４月１日現在）
越生町は、特殊勤務手当を廃止しており、支給していない。

(5) 時間外勤務手当
支 給 実 績 （ １ ８ 年 度 決 算 ） ３，４１０千円
職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算） ３３千円
支 給 実 績 （ １ ７ 年 度 決 算 ） ６，０８４千円
職員１人当たり平均支給年額（１７年度決算） ７５千円

(6) その他の手当（１９年４月１日現在）
支給職員１人当たり

国の制度 国の制度と 支給実績手 当 名 内容及び支給単価 平 均 支 給 年 額
との異同 異なる内容 （ ）18年度決算

（１８年度決算）
扶 養 手 当 配偶者 13,000円 配偶 千円 円

者以外扶養親族一人に
つき6,500円 同 １４，９９８ ２２３，８５１
特定期間のある扶養親
族としての子について
は、5,000円を加算

住 居 手 当 借家等居住者 → 家 国：持ち家 千円
賃に応じて支給（最高 居住者は、
限度 27,000円） 持ち 異 2,000円 ２ ４，７５６ ８０，６１０（
家居住者 4,500円 年間）

通 勤 手 当 交通機関（電車等）利 千円 円
用者 → 運賃相当額
（原則として６か月分
を年２回支給） 同 ３，１５１ ４７，７４２
交通用具（自動車等）
利用者 → 距離に応
じた額（２キロ以上）

管理職手当 課長 10％ 千円 円

課長補佐 7％ １１，６５６ ３４２，８２４

主幹 6％

休日勤務手当 時間外勤務手当による ー 千円 ー 円。

日 直 手 当 日額 4,200円（年末・ 千円 円

年始のみ加算措置、１ 年 末 ・ 年

月１日 8,000円、12月 異 始の加算措 １，０７６ １０，４４７

31日・１月２日・３日 置

6,000円、12月29日・

30日 5,000円加算
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５ 特別職の報酬等の状況（１８年４月１日現在）

区 分 給 料 月 額 等
（参考）類似団体における最高／最低額

給 市 区 町 村 長 ５８６，４００円 896,000 円／ 480,000 円
（ ， ）７３３ ０００円

副 市 町 村 長 ５５４，４００円 690,000 円／ 467,200 円
（ ， ）６１６ ０００円

料 収 入 役 ー 円 600,400 円／ 511,200 円
（ ）ー 円

議 長 ２８２，１５０円 408,000 円／ 230,000 円

（ ， ）報 ２９７ ０００円
副 議 長 ２１５，６５０円 340,000 円／ 176,000 円

（ ， ）２２７ ０００円
酬 議 員 ２０３，３００円 320,000 円／ 155,000 円

（ ， ）２１４ ０００円
市 区 町 村 長 （１９年度支給割合）

期 副 市 町 村 長 ４．４０月分
末 収 入 役
手 議 長 （１９年度支給割合）
当 副 議 長 ４．４０月分

議 員
退 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）
職 市 区 町 村 長 退職後給料月額×勤続期間月数×３０／１００ 12,314,400円

手 副 市 町 村 長 6,209,280円 退職後給料月額×勤続期間月数×２１／１００

当 収 入 役 ー

備 考

(注)１ 給料及び報酬の（ ）内は、減額措置を行う前の金額である。
２ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期
（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

６ 職員数の状況
(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）
区 分 職 員 数 対 前 年 主 な 増 減 理 由

部 門 平成19年 平成18年 増 減 数
議 会 ２ ２

普 総 務 ３１ ３１
一 税 務 １１ １１

通 般 農林水産 ８ ８
行 商 工 ４ ４

会 政 土 木 ９ ９
部 民 生 ２０ ２２ －２ 業務移管及び欠員不補充による減

計 門 衛 生 １０ １０
計 ９５ ９７ －２ ＜参考＞

部 人口１万人当たり職員数 ７１．４人
（ ． ）類似団体の人口１万人当たりの職員数 ８２ ９３人

門 教育部門 １７ ２０ －３ 町史編纂及び耐震補強工事終了並びに
県出向職員帰還に伴う減

消防部門

小 計 １１２ １１７ －５ ＜参考＞
人口１万人当たり職員数 ８４．１人

（ ． ）類似団体の人口１万人当たりの職員数１０６ ５９人
公 水 道 ８ ８
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営 国民健康保険 ２ ２
企会 国民年金 ２ ２
業計 １ １上野東土地区画整理
等部 介護保険 ３ １ ２ 包括支援センター開設のため増
門 小 計 １６ １４ ２

合 計 １２８ １３１ －３ ＜参考＞
人口１万人当たり職員数 ９６．２人

[１６９] [１６９] [ ]
（注）１ 職員数は一般職に属する職員数である （教育長を含む数字である ）。 。

２ [ ]内は、条例定数の合計である。

(2) 年齢別職員構成の状況（１９年４月１日現在）

20 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60

歳 歳
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

未 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 以

満 上

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

区 分 計

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
職員数 ０ ２ ２ １ ５ ２ ０ １２ １５ １９ １６ １８ ９ ０ 128

(3) 定員管理の数値目標及び進捗状況

① 平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

平成 17年 ４月１日 平成 22年 ４月１日 純減数 純減率

職員数 職員数

人 人 人 ％

１３５ １２７ ８ ５．９３

＊ 教育長を含む数字である。

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

構成比

%（例）



- 8 -

（参考）越生町定員管理適正化計画における定員管理の数値目標（数・率）

計画期間

数値目標
始 期 終 期

１１４人
平成14年４月１日 平成25年４月１日

② 定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要
（各年４月１日現在）

区 分 １７年 １８年 １９年 17年～19年 (参考)

部 門 計画始期 １年目 ２年目 計 数値目標

一般行政 職員数 １０４ ９７ ９６ － ９４

増 減 －７ －１ －８ (80％)

教 育 職員数 １７ ２０ １８ － １８

増 減 ３ －２ １ (100％)

消 防 職員数 － － －

増 減 － － ( ％)

公営企業 職員数 １４ １４ １５ － １５

等 会 計 増 減 １ １ (100％)

計 職員数 １３５ １３１ １２９ － １２７

増 減 －４ －２ －６ (75％) －８

（注）１ 計画期間は、１７年～２２年の５年間である。

２ （ ％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。

３ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以

降現年までの職員増減数の累計を示す。

７ 公営企業職員の状況
(1) 水道事業

① 職員給与費の状況

ア 決算

区 分 総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める (参考)

質収支 職員給与費比率 17年度の総費用に占

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ める職員給与費比率

18年度 千円 千円 千円 ％ ％

289,605 15,098 47,148 16.3 17.2

( 参 考 ) １ ７ 年 平 均区 分 職員数 給 与 費 一人当たり

期末 勤勉手当 一 人 当 た り 給 与 費Ａ 給 料 職員手当 ･ 計 Ｂ 給与費 B/A

18年度 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

7 29,504 5,479 12,165 47,148 6,735 6,327

（注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。

２ 職員数は、１８年３月３１日現在の人数である。
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イ 特記事項

職員数は、年度途中で１名減となった （４～９月まで８人、１０～３月まで７人）。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（１９年４月１日現在）
区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

越 生 町 ４４．６歳 364,706 円 539,329円

団 体 平 均 歳 円 円

事 業 者 歳 円

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

③ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

水 道 事 業 越 生 町

１人当たり平均支給額（１８年度） １人当たり平均支給額（１８年度）

1,738千円 1,597 千円

（１８年度支給割合） （１８年度支給割合）
期末手当 勤勉手当

３月分 １．５月分 期末手当 勤勉手当
( 1.6 )月分 ( 0.7 )月分 ３ 月分 １．５月分

( 1.6 )月分 ( 0.7 )月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。しかし、再任用職員はいない。

イ 退職手当

４（２）参照

ウ 地域手当

（１９年４月１日現在）

支 給 実 績（１８年度決算） １，５８１千円

225,857 円支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算）

（ ）支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度 支給率

町内 ５ ％ ７ 人 ５ ％

（２２年度の制度完成時）

（ ）支給対象地域 支給率 国の制度 支給率

町 内 ０％ ０％

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度

から支給率を段階的に引き上げることとしている。

＊ 越生町は、国の支給率の設定が、０％のため、段階的に引き下げ、平成２２年４月１日までに、０
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％とする条例を可決済みである。なお、埼玉県等へ派遣している職員については、派遣団体の支給率

と国が設定するその地域の支給率を比較し、低い方の額を支給する。なお、派遣している職員は、現

在２名である （埼玉県へ１名、川越市へ１名）。

エ 特殊勤務手当（１９年４月１日現在）

特殊勤務手当は、支給していない。

オ 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ １ ８ 年 度 決 算 ） ６９４ 千円

職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算） １３９ 千円

支 給 実 績 （ １ ７ 年 度 決 算 ） ６８４ 千円

職員１人当たり平均支給年額（１７年度決算） ８６ 千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ その他の手当（１９年４月１日現在）

支給職員１人当たり
一 般 行 政 一般行政職 支給実績手 当 名 内容及び支給単価 平 均 支 給 年 額
職 の 制 度 の制度と異（ ）１８年度決算

（１８年度決算）
との異同 なる内容

扶 養 手 当 配偶者 13,00 0円 配 千円 円
偶者以外扶養親族一人
につき6,500円 同 １，１６７ ２３３，４００
特定期間のある扶養親
族としての子について
は、5,000円を加算

住 居 手 当 借家等居住者 → 家 千円
賃に応じて支給（最高 ２３４，０００
限度 27,00 0円） 持 同 ７０２
ち家居住者 4,500円

通 勤 手 当 交通機関（電車等）利 千円 円
用者 → 運賃相当額
（原則として６か月分 ４７，９２５
を年２回支給） 同 ３８３
交通用具（自動車等）
利用者 → 距離に応
じた額（２キロ以上）

管理職手当 課長 10％ 千円 円

課長補佐 7％ 同 ９５１ ３１７，０３２

主幹 6％

休 日 勤 務 手 時 間 外 勤 務 手 当 に よ 千円 円

当 る。 同 ー ー

宿日直手当 千円 円

業務を委託しているた ー ー ー

め支給なし。



- 11 -

④ 定員管理の数値目標及び進捗状況

ア 平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

平成 17年 ４月１日 平成 22年 ４月１日 純減数 純減率

職員数 職員数

人 人 人 ％

８ ８ ０ ０

イ 定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

→6(3)②を参照


